
 

                     平成１６年５月１４日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

家庭用ペレットグリル（バーベキュー調理器具） 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 屋外用電動バーベキュー調理器具である。専用燃料（ペレット）の補給、着火、

及びファンによる通風等ができる。 

 

○ 構造、仕様、意匠 

ペレット補給用電動機、通風ファン、点火用電熱装置（点火時に４分間通電）

等で構成されている。 

定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、６０Ｗ（点火ヒータ分５０Ｗを含む）。 

外形寸法：幅１８０㎜、高さ２２０㎜、奥行２１０㎜ 

  

○主な使用者、販売先 

一般家庭用 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

  

（理由） 

 点火用電熱装置は燃料着火用であることから、本装置は調理用電熱器具と言い難

い。 

 電動力応用機械器具に同様の機能及び用途を有する電気用品が指定されていな

いことから、非対象として取り扱うことが妥当であると考えらる。 

（参考図次頁） 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 



 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

（参考図）家庭用ペレットグリル 

 

 


